
2012年 12 日（月）配信在クリチバ日本国総領事館メールマガジン 167号 

 

邦人被害（当地駐在員を被害者とする強盗事件の発生） 

 

３月５日，クリチバ市アグアヴェルジ地区に所在するレストランにおいて本邦企業駐

在員及び同出張者等を被害者とする強盗事件が発生したところ，概要を以下のとおり

お知らせします。 

 

１ 日時: ３月５日（月）午後９時４０分頃 

 

２ 場所: クリチバ市アグアヴェルジ地区 

 

３ 被害者: 本邦企業駐在員及び同出張者 

 

４ 被害品: 現金等 

 

５ 概要: 

    ３月５日午後９時４０分頃，本邦企業駐在員及び同出張者が，レストランにおい

て食事中（来店していたのは２名のみ），２人組の強盗が押し入り，駐在員等を銃で

脅し，所持金等を強奪の上，逃走した。駐在員等に怪我はなかった。同日，被害者は

軍警察に被害届を提出した。 


